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こ
の
連
載
を
今
年
１
月
に
始
め
て
か

ら
、
予
想
外
の
地
域
で
う
れ
し
い
ニ
ュ
ー

ス
が
あ
っ
た
。
５
月
28
日
付
け
の
日
本
海

新
聞
に
よ
る
と
鳥
取
県
八
頭
郡
智
頭
町
で

約
60
年
ぶ
り
に
大
麻
草
（
以
下
、
麻
と
す

る
）
の
栽
培
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
東

日
本
大
震
災
の
影
響
で
移
住
し
た
若
者
の

「
限
界
集
落
を
再
生
す
る
た
め
に
、
そ
の

集
落
で
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
麻
を
復
活

し
た
い
」
と
い
う
想
い
を
町
が
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
し
て
栽
培
許
可
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

本
来
、
麻
栽
培
の
免
許
制
度
は
個
別
の

事
業
者
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
地
方
自

治
体
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
か
な
い
か
で
は
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大
き
く
違
っ
て
く
る
。
今
回
は
麻
栽
培
が

復
活
し
た
智
頭
町
の
事
例
を
念
頭
に
置
い

て
、
地
方
自
治
体
は
麻
栽
培
に
ど
の
よ
う

な
支
援
が
で
き
る
か
を
「
特
区
」
と
い
う

切
り
口
で
紹
介
す
る
。

特
区
と
は
、
従
来
の
法
規
制
の
関
係
で

事
業
化
が
不
可
能
な
事
業
を
特
別
に
行
な

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
地
域
の
こ

と
で
あ
る
。
改
革
開
放
が
成
功
し
た
中
国

の
経
済
特
区
を
ヒ
ン
ト
に
、
小
泉
政
権
下

で
規
制
緩
和
政
策
に
採
用
さ
れ
た
。
特
区

日
本
で
麻
農
業
を
は
じ
め
よ
う

聞
い
て
お
き
た
い

大
麻
草
の
正
し
い
知
識

本
連
載
で
は
、
大
麻
草
を
研
究
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
博
士
号
を
取
得
し
た
赤
星
栄

志
氏
が
、
科
学
的
な
視
点
で
こ
の
植
物
の
正
し
い
知
識
を
解
説
し
、
国
内
で
の

栽
培
、
関
連
産
業
の
可
能
性
を
伝
え
る
。
麻
農
業
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
国
内

の
特
区
制
度
。
国
内
の
麻
栽
培
特
区
は
、
２
０
０
８
年
に
認
定
さ
れ
た
北
海
道

北
見
市
の
事
例
が
あ
る
。
特
区
制
度
の
種
類
と
要
点
を
整
理
す
る
。

連　載

08
大
麻
栽
培
特
区
の
活
用

制
度
に
は
、
表
１
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の

種
類
が
あ
る
。

構
造
改
革
特
区
（
表
１
の
Ａ
）
は
２
０

０
３
年
に
施
行
さ
れ
た
構
造
改
革
特
別
区

域
法
に
基
づ
い
て
、
規
制
の
特
例
措
置
を

定
め
た
特
別
区
域
を
設
定
し
て
教
育
や
農

業
、
社
会
福
祉
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
構

造
改
革
を
推
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
農
業
分
野

で
は
、ど
ぶ
ろ
く
特
区
や
農
家
民
宿
特
区
、

農
業
へ
の
株
式
会
社
参
入
特
区
が
有
名
で

あ
る
。　

麻
に
つ
い
て
も
複
数
の
地
域
が
大
麻
取

締
法
関
連
の
規
制
緩
和
の
要
請
を
実
施
し

た
（
表
２
）。
し
か
し
、
す
べ
て
の
要
請

に
お
い
て
「
Ｃ
：
特
区
と
し
て
不
可
」
と

判
定
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
北
海
道
北
見

市
は
構
造
改
革
特
区
制
度
に
４
度
挑
戦
し

て
も
全
く
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

国
の
構
造
改
革
の
北
海
道
版
で
あ
る
チ
ャ

レ
ン
ジ
パ
ー
ト
ナ
ー
特
区
に
申
請
し
た
と

こ
ろ
、
08
年
８
月
８
日
に
産
業
用
大
麻
栽

培
特
区
（
表
１
の
C
）
に
認
定
さ
れ
た
。

特
区
制
度
の
種
類
と

申
請
事
例

■　表１　日本の様々な特区制度

特区制度

構造改革特区
（2003 年～）

先端医療開発特区
（スーパー特区）

都道府県独自の
特区を指定

総合特区制度
（2011年～）

窓口

内閣府

内閣府

都道府県

内閣府

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

長所

企業、ＮＰＯ、個人でも誰で
も自由に発案可能

研究開発がテーマ
研究者主導でできる

県独自にできる
政治主導でできる

担当省との協議の場がある

短所

認定までに時間がかかる
政治主導ではない

公募型で競争率が高い
次回公募予定が不明

特区としての法的な担保が弱い

自治体からの提案となる
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日本で
麻農業をはじめよう 08 大麻栽培特区の活用

要望時期

要望事項
①

要望事項
②

該当法令
①

該当法令
②

交渉結果
①

交渉結果
②

北海道北見市他 20地域

第 11～ 14次提案
2007 年 6月～ 2008 年 10月

産業用大麻の種子の輸入規制緩和

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の
承認を受けるべき貨物の原産地または船積地
域その他貨物の輸入について必要な事項の公
表を行なう等の件（昭和 41 年 4 月 30 日通
商産業省告示第 170 号）
輸入のけし、大麻種子の取扱について（厚生
省通知：昭和 40 年 9 月 15 日薬発第 708 号）

Ｃ：特区として不可
Ⅲ：省令・告示上の手当てを必要とするもの

岩手県紫波町

第 5～ 6次提案
2004 年 6～ 10月

大麻の栽培目的の要件緩和、町への許可権限
移譲、産業用大麻の栽培用種子の輸入解禁

大麻取締法（昭和 23年法律第 124号）第 5
条第 1項大麻栽培者免許に係る疑義について
（平成 13年 3月 13日付け医薬監麻発第 293
号）
輸入のけし、大麻種子の取扱いについて（昭
和 40年 9月 15日付け薬発第 708号通知）

Ｃ：特区として不可
Ⅰ：法律上の手当てを必要とするもの

長野県美麻村

第 4次提案
2003 年 11月

大麻取締法第 1条に規定する「大麻」の定義
からの低毒性産業用大麻品種の除外、産業用
大麻栽培者の免許権限の都道府県知事から市
町村長への委譲

大麻栽培者による産業用大麻栽培用種子の輸
入解禁

大麻取締法（昭和 23年法律第 124号）第 1
条、大麻取締法（昭和 24年法律第 124号）
第 5条第 1項

輸入のけし、大麻種子の取扱いについて（昭
和 40年 9月 15日付け薬発第 708号通知）、

Ｃ：特区として不可
Ⅰ：法律上の手当てを必要とするもの

Ｃ：特区として不可
Ⅳ：訓令又は通達の手当てを必要とするもの

特
区
と
い
う
と
栽
培
の
自
由
化
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
北
見
市

の
事
例
で
は
、
特
区
の
中
心
に
産
業
用
大

麻
の
栽
培
に
関
わ
る
環
境
を
整
え
る
目
的

で
つ
く
ら
れ
た
検
討
チ
ー
ム
が
あ
る
。
将

来
的
に
１
０
０
０�

ha
、
さ
ら
に
は
１
万
ha

と
栽
培
す
る
場
合
に
農
家
が
種
子
を
入
手

す
る
方
法
や
マ
リ
フ
ァ
ナ
成
分
の
検
査
体

制
な
ど
の
現
実
的
な
問
題
を
ど
う
ク
リ
ア

し
て
い
く
の
か
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
諸
外
国
で
は
す
で
に
制
度
や
法
律

が
整
備
さ
れ
て
“
と
っ
く
の
昔
”
に
終
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
で
は
「
特
区
」

で
よ
う
や
く
議
論
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。（
洒
落
を
言
い
ま
し
た
！
）

と
こ
ろ
が
、
北
見
市
の
産
業
用
大
麻
栽

培
特
区
で
も
検
討
結
果
は
「
難
し
い
」「
で

き
な
い
」
の
連
発
で
、
民
間
側
の
挑
戦
に

行
政
が
支
援
す
る
と
い
う
形
に
は
程
遠
い

状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
期
待
で
き
る
の
が
、
最
近
新
し

く
施
行
さ
れ
た
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ

く
総
合
特
区
（
表
１
の
Ｄ
）
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
構
造
改
革
特
区
の
協
議
は
内
閣
府

経
由
で
、
大
麻
取
締
法
を
管
轄
し
て
い
る

厚
生
労
働
省
と
の
や
り
取
り
を
間
接
的
に

し
か
行
な
え
な
か
っ
た
。
総
合
特
区
で
は

規
制
省
庁
と
当
事
者
が
直
接
、
協
議
す
る

場
が
あ
る
。
構
造
改
革
特
区
で
は
企
業
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、個
人
で
も
提
案
で
き
た
が
、

総
合
特
区
で
は
自
治
体
を
通
じ
て
の
提
案

に
限
定
し
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
自
治
体
は
総
合
特
区
制
度
を
利
用
し

て
民
間
の
麻
栽
培
を
し
た
い
方
を
支
援
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

麻
栽
培
の
振
興
の
た
め
に
総
合
特
区
で

提
案
す
る
点
は
次
の
３
つ
で
あ
る
。

①
種
子
の
輸
入

特
区
要
請
の
際
に
種
子
に
関
す
る
要
望

が
多
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
栃
木
県
以
外

で
種
子
が
容
易
に
入
手
で
き
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
マ
リ
フ
ァ
ナ
成
分
が
極
め

て
少
な
い
品
種
「
と
ち
ぎ
し
ろ
」
を
管
理

し
て
い
る
栃
木
県
農
業
試
験
場
は
、
同
じ

よ
う
な
種
子
管
理
体
制
が
な
い
と
県
外
不

出
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
ま
た
、
農
林
水

産
省
の
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
に
あ
る
種
子
は
、

栃
木
県
の
意
向
に
よ
り
大
麻
取
扱
者
の
免

許
を
持
っ
て
い
て
も
入
手
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
。
一
方
で
関
税
法
に
よ
り
、
海
外

か
ら
輸
入
し
た
発
芽
す
る
種
子
は
す
べ
て

非
発
芽
処
理
（
熱
処
理
）
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
栽
培
者
は
播
種
に
用
い
る
種

子
を
要
望
す
る
が
、
法
制
度
は
薬
物
乱
用

の
観
点
か
ら
種
子
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に

い
か
な
る
種
子
も
熱
処
理
を
す
る
よ
う
に

定
め
て
い
る
。
今
後
、
日
本
で
麻
を
新
し

く
事
業
化
す
る
に
は
、
種
子
の
輸
入
に
関

す
る
省
令
の
規
制
緩
和
が
欠
か
せ
な
い
。

特
に
海
外
の
繊
維
用
と
食
用
の
品
種
の
高

品
質
な
種
子
の
導
入
が
望
ま
れ
て
い
る
。

総
合
特
区
制
度
の
活
用

■表２　大麻取締法関連の構造改革特区制度の要請事例

注：構造改革特区についての内閣府のホームページを基にして筆者作成
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と
い
え
る
。
行
政
の
「
難
し
い
」「
で
き
な

い
」
と
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
が
特
区
の
法

的
精
神
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
麻
で
地

域
活
性
化
を
し
よ
う
と
や
る
気
の
あ
る
地

方
自
治
体
に
と
っ
て
、
国
の
後
ろ
向
き
な

姿
勢
は
地
元
の
農
家
や
民
間
事
業
者
の
自

由
な
営
業
活
動
を
阻
害
す
る
も
の
で
し
か

な
い
。
栽
培
面
積
や
栽
培
者
を
広
げ
る
に

は
、
特
区
制
度
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
か

ら
市
町
村
長
に
免
許
の
権
限
を
委
譲
す
る

と
い
う
規
制
緩
和
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

麻
に
限
ら
ず
、
特
区
制
度
は
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
国
の
全
国
一
律
な
規
制
が
民
間
の

活
力
を
阻
害
し
て
き
た
と
い
う
反
省
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
き
不
透
明

な
日
本
の
地
域
を
活
性
化
す
る
社
会
実
験

と
い
う
意
味
を
持
つ
。
最
初
の
栽
培
者
は

特
別
に
免
許
が
下
り
た
が
、
２
番
目
の
申

請
者
に
は
免
許
が
下
り
な
い
と
い
う
事
態

を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
栽
培
特
区
を
取

っ
て
社
会
実
験
を
行
な
う
こ
と
は
大
い
に

価
値
が
あ
る
取
り
組
み
で
あ
ろ
う
。

麻
の
栽
培
の
復
活
に
あ
た
っ
て
、
将
来

的
な
総
合
特
区
の
申
請
を
見
据
え
て
自
治

体
と
友
好
な
関
係
を
築
き
上
げ
る
こ
と
も

栽
培
者
免
許
取
得
に
と
っ
て
大
変
有
効
だ

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
麻
栽
培
が
復
活
し

た
地
域
で
は
、
麻
農
家
と
自
治
体
が
共
同

し
て
特
区
制
度
を
上
手
に
活
用
し
て
、
日

本
の
麻
の
産
業
化
に
向
け
て
果
敢
に
挑
戦

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ヘンプマルシェ コーナー麻 市 場

ＥＵで許可された（※）麻の品種を使った
ドイツ産の麻の葉を使ったハーブ茶。葉を

使った商品のため日本では輸
・

入
・

禁
・

止
・

品
・

であるが、Ｅ
Ｕ圏内では合法的に堂々と販売されている。乾燥し
た麻の葉独特の風味と味が特徴。葉っぱの栄養価は
ミネラルが豊富であり、カルシウムが牛乳の 30 倍
以上、鉄が豚肉（レバー）の 2 倍以上ある。今回紹
介した商品は有機認証を取得済みなので、「オーガ
ニック」の表記がある。

特　徴

販売元：Hempro International（ドイツ・デュッセルドルフ）
　 HP：http://www.hempro.com

栄養価（100g 中）：ナトリウム 3.2 ㎎、カリウム 3,271 ㎎、
　　　　　　　　　カルシウム 4,212 ㎎、マグネシウム 392 ㎎、
　　　　　　　　　リン 293 ㎎、鉄 28.4 ㎎、亜鉛 2.9 ㎎

②
葉
と
花
穂
の
活
用

日
本
の
大
麻
取
締
法
で
は
マ
リ
フ
ァ
ナ

成
分
の
規
制
を
法
的
に
は
定
め
て
お
ら

ず
、
葉
と
花
穂
と
い
う
植
物
の
部
位
に
よ

っ
て
利
用
を
規
し
て
い
る
。
海
外
で
は
、

マ
リ
フ
ァ
ナ
成
分
を
含
ま
な
い
繊
維
用
と

食
用
の
麻
品
種
は
茎
以
外
に
も
葉
を
ハ
ー

ブ
茶
や
動
物
用
の
餌
に
、
花
穂
を
香
料
や

キ
ャ
ン
デ
ィ
、
ビ
ー
ル
な
ど
の
商
品
に
活

用
し
て
い
る
（
下
の
ヘ
ン
プ
マ
ル
シ
ェ
参

照
）。
薬
用
の
品
種
は
花
穂
と
葉
を
使
い
、

ガ
ン
疼
痛
や
偏
頭
痛
の
鎮
痛
剤
、
吐
き
気

抑
え
や
神
経
性
疾
患
な
ど
医
療
分
野
で
利

用
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
各
国
で
は
マ
リ
フ
ァ
ナ
成
分
の
Ｔ

Ｈ
Ｃ
が
０
・
２
％
未
満
の
品
種
な
ら
ば
、

す
べ
て
の
植
物
部
位
を
活
用
で
き
る
。
同

じ
植
物
で
国
に
よ
っ
て
使
え
る
部
位
が
異

な
る
の
は
全
く
も
っ
て
科
学
的
な
合
理
性

が
な
い
。
特
に
日
本
の
よ
う
に
少
な
い
面

積
で
よ
り
収
益
を
上
げ
る
に
は
、
活
用
で

き
な
い
部
位
が
あ
る
の
は
か
な
り
致
命
的

な
こ
と
で
、
花
穂
や
葉
の
活
用
は
必
須
で

あ
る
。

③
栽
培
免
許
権
限
の
市
町
村
長
へ
の
委
譲

大
麻
取
扱
者
免
許
は
都
道
府
県
知
事
の

権
限
で
あ
る
。
現
在
の
免
許
制
度
は
、
都

道
府
県
の
薬
務
課
が
知
事
を
飛
び
越
え
て

厚
生
労
働
省
の
顔
色
を
伺
う
よ
う
な
運
営

を
し
て
い
る
。
制
度
上
は
地
方
分
権
に
な

っ
て
い
る
が
、
実
態
は
形
骸
化
し
て
い
る

Hemp-tea organic
オーガニック・ヘンプ茶

※マリファナ成分ＴＨＣの含有量が 0.2％未満


